


2040年に向けた人口動態・医療需要等



人口動態① 2040年頃に65歳以上人口のピークが到来する

○ 我が国の人口動態を見ると、現役世代（生産年齢人口）の減少が続く中、いわゆる団塊の世代が2022年か
ら75歳（後期高齢者）となっていく。

○ その後も、2040年頃まで、65歳以上人口の増加が続く。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「年齢（４区分）別人口の推移と将来推計」「総数、年齢４区分別総人口および年齢構造係数」

※ 2015年までは国勢調査の実績値、2016年以降は推計値。
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高齢者（後期高齢者）の急増

人口動態② 2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化する

【人口構造の変化】

○ 2025年に向けて、高齢者、特に後期高齢者の人口が急速に増加した後、その増加は緩やかになる一方で、
既に減少に転じている生産年齢人口は、2025年以降さらに減少が加速する。

0～14歳

15～64歳

65歳～

（うち75歳～）

（単位：万人）

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口平成29年推計」

（実績） （実績） （推計） （推計）

2,204

3,387

3,677

3,921

▲10.5% ▲ 7.2% ▲16.6%

＋53.7%
＋ 8.6%

＋ 6.6%
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生産年齢人口の急減
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2025年から2040年にかけての75歳以上人口の動態（再掲）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

〇 都道府県単位でみると、2025年から2040年にかけて、65歳以上人口が減少する都道府県が発生する（計21
県）。他方、引き続き増加する都道府県は計26都道府県で、特に東京都・神奈川県をはじめとする都市部では
増加数が大きい。

〇 また、75歳以上人口でみると、減少する都道府県は計17府県で、大阪府は減少数が大きい。一方で、75歳
以上人口が引き続き増加する都道府県は計30県だが、増加数は緩やかとなる。

人口動態③ 65歳以上人口は急増してきたが、今後は減少する都道府県が発生する
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2025年から2040年にかけての65歳以上の人口の動態
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2015年→2025年

人口動態④ 高齢者の減少と現役世代の急減が同時に起こる2次医療圏が数多く発生する

〇 ２次医療圏単位でみると、2015年から2025年にかけて、多くの地域で、65歳以上人口の増加と生産年齢人
口の減少が起きる。

〇 2025年から2040年にかけては、65歳以上人口が増加する地域（132の医療圏）と減少する地域（197の医療
圏）に分かれる。また、多くの地域で生産年齢人口が急減する。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 2015年は国勢調査の実績値。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。

2次医療圏ごとの人口変化率

第 ７ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
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2018 2025 2040

826万人
（12%）

6,665万人

940万人程度
（14~15%程度）うち

医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度
（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※）

5,245万人

6,024万人
～（※）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人
（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）

改革後の就業者数

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。
総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。

※2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。

○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。
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マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
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21

%

全体

46

%

大学病院

27%

全体

88%

大学病院

平成28年調査 令和元年調査

49%

救命救急機能を有する病院

84%

救命救急機能を有する病院

※Ｈ28調査：「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果をもとに医政局医療経営支援課で作成。病院勤務の常勤医師のみ。
勤務時間は「診療時間」「診療外時間」「待機時間」の合計でありオンコール（通常の勤務時間とは別に、院外に待機して応急患者に対して診療等の対応を行うこと）の待機時間は除外。医師が回答した勤務時間数であり、回答時間数すべて
が労働時間であるとは限らない。救急機能とは、救急告示・二次救急・救命救急のいずれかに該当すること。

39%

許可病床400床以上

71%

許可病床400床以上

時間外労働が年1860時間を超えると推定される医師がいる病院の割合

8
※Ｒ元年調査：診療外時間から指示の無い診療外時間を除外し、宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を勤務時間から除外した上で、診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※※ 平成30年病床機能報告救急機能とは、救急告示病院、二次救急病院、救命救急（三次救急）病院のいずれかに該当するもので、救命救急機能は、三次救急病院に該当するもの。なお、救急車受入件数は、平成30年病床機能報告で報告された件数から抽出した。

マンパワー② 働き方改革への対応が求められる

○ 2024年度から、医師の時間外・休日労働時間の上限規制が開始される。
○ 過去の調査において時間外労働が年1860時間を超えると推定される、週当たり労働時間が80時間以上の医師がいる病院の
割合は、平成28年調査と比べれば減少しているものの、大学病院・救命救急機能を有する病院・許可病床400床以上の病院に
おいては、いまだ４割程度を占めており、施行に向けて、労働時間の短縮を進めていく必要がある。
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2022.1 4 2024.42023.4
（施行）

医療機関の準備状況と地域医療への影響について、施行直前まで実態調査を複数回実施

地域医療総合確保基金による医師確保等の支援

医療機関において時短計画を作成の上、順次、評価センターの評価を受審

評価センターが
医療機関の労働時間短縮に向けた取組を評価

都道府県（医療勤務環境改善支援センター）による助言・支援

実態調査を踏まえ、都道府県が圏域単位で地域医療への影響を検証し、
地域の医療関係者間で地域医療の確保について協議・調整

必要に応じ、各医療機関が
対応方針を見直し

受審

評価

特例水準の指定を都道府県に申請
特例
水準の
適用

マンパワー③ 働き方改革への対応と地域医療の確保の両立が必要となる

○ 2024年度からの上限規制の適用開始に向け、円滑な実施を確保するとともに、必要な地域医療に影響が出ることのないよう、国・都道府県の責任
の下で進捗を管理していく。

○ 特に、大学病院など、救急等の機能を担ったり、地域医療の確保のため医師を派遣している医療機関が、2024年度までに確実に必要な特例水準
の指定を受けられ、かつ、地域医療が守られるよう、施行直前まで、その準備状況と地域医療への影響についての実態調査を実施するとともに、都
道府県が圏域単位で協議・調整を行うなど、必要な支援を集中的に実施していく。
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10

年齢階級別にみた病院従事する医師数及び平均年齢の年次推移

マンパワー④ 提供者側（医師）の高齢化も進展している

〇 病院に従事する医師数は、ここ20年で5.5万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は15%に増加
しており、平均年齢は44.8歳まで上昇している。

〇 診療所に従事する医師数は、ここ20年で2.0万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は50%程度
で、平均年齢は60.0歳まで上昇している。

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（旧：医師・歯科医師・薬剤師調査）

15%

9%

50%
47%

60.0歳

44.8歳

41.0歳

58.3歳
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医療需要の変化① 入院患者数は、全体としては増加傾向にある

〇 全国での入院患者数は2040年にピークを迎えることが見込まれる。 65歳以上が占める割合は継続的に上
昇し、 2040年には約8割となることが見込まれる。

〇 ２次医療圏によって入院患者数が最大となる年は様々であるが、既に2020年までに90の医療圏が、また
2035年までには261の医療圏がピークを迎えることが見込まれる。
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入院受療率（人口10万対） 入院患者数が最大となる年

凡例

：2015年以前に最大

：2020年に最大

：2025年に最大

：2030年に最大

：2035年に最大

：2040年以降に最大

出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い

〇 全国での外来患者数は2025年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続的に上昇
し、2040年には約6割となることが見込まれる。

〇 既に2020年までに217の医療圏では外来患者数のピークを迎えていると見込まれる。

外来患者数が最大となる年

凡例

：2015年以前に最大
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：2035年に最大
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出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 「外来」には「通院」「往診」「訪問診療」「医師以外の訪問」が含まれる。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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訪問診療を受ける患者数が
最大となる年

出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する

○ 全国での在宅患者数は、2030年にピークを迎えることが見込まれる。
○ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に203の二次医療圏において在宅患者数のピークを
迎えることが見込まれる。
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医療需要の変化④ 超高齢化・人口急減で、急性期の医療ニーズが大きく変化する

〇 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が増加する2次医療圏（132の医療圏）では、急性期の医療需要が引き続き増加
することが見込まれるが、がん・虚血性心疾患・脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療の件数は増加し
ないことが見込まれる。また、大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は大幅な増加が見込まれる。

○ 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が減少する2次医療圏（197の医療圏）では、がん・虚血性心疾患の入院患者数の
減少が見込まれる。脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療の件数は増加しないことが見込まれる。また、
大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は増加が見込まれる。

消化器悪性腫瘍

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）（2019年度分、医政局において集計）

患者調査（平成29年）「入院受療率（人口10万対）、性・年齢階級×傷病分類別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和2年1月1日現在）」

※ 入院患者数は、各疾患の都道府県ごとの入院受療率に二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 手術件数・PCI件数・t-PA件数は、NDBの集計（下記定義による）による実績値から、令和2年1月1日時点での住基人
口を用いて都道府県ごとの受療率を算出し、二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 消化器悪性腫瘍の手術件数とは、消化管及び肝胆膵等にかかる悪性腫瘍手術の算定回数の合計である。

※ 虚血性心疾患のPCI件数とは、「経皮的冠動脈形成術」「経皮的冠動脈ステント留置術」等の算定回数の合計である。

※ 脳梗塞のt-PA（アルテプラーゼによる血栓溶解療法）件数とは、「超急性期脳卒中加算」の算定回数の合計である。

※ 大腿骨骨折の手術件数とは、「人工骨頭挿入術（股）」の算定回数の合計である。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について推計。
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85歳以上の人口の推移
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出典：2020年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2020年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

歳

７５歳以上全体の認定率：３１．５％

８５歳以上全体の認定率：５７．８％

年齢階級別の要介護認定率

６５歳以上全体の認定率：１８．３％

各年齢階層別の認定率

出典：将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計
人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分

補正した人口）

医療需要の変化⑤ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見込まれてお
り、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。
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医療需要の変化⑥ 介護施設等・他の医療施設へ退院する患者数が増加する

〇 2025年から2040年にかけて65歳以上の人口が増加する医療圏（132の医療圏）では、65歳以上の退院患者数は2040年に向
けて15%増加するが、そのうち、介護施設等（介護老人保健施設、介護老人福祉施設、社会福祉施設）へ退院する患者数は
34％増加し、他の医療施設へ退院する患者数は18％増加すると見込まれる。

〇 2025年から2040年にかけて65歳以上の人口が減少する医療圏（197の医療圏）では、65歳以上の退院患者数は2040年に向
けて減少するが、そのうち、介護施設等へ退院する患者数は16％増加し、他の医療施設へ退院する患者数は微増すると見込
まれる。

出典：患者調査（平成29年）「推計退院患者数、入院前の場所×性・年齢階級別」「推計退院患者数、退院後の行き先×性・年齢階級別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

*介護施設等：介護老人保健施設、介護老人福祉施設、社会福祉施設

※ 退院患者数は、患者調査の時点での人口を用いて受療率を算出し、将来の推計人口を掛け合わせて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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合計：657千人

退院患者の退院先の推移

家庭

他の医療施設
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第 ７ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日

資料

1



17

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110

年
間

死
亡

数
（

千
人

）

死亡数の動態

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満 75歳以上 不詳（実績値のみ）

医療需要の変化⑦ 死亡数が一層増加する

出典：国立社会保障・人口問題研究所「性、年齢（5歳階級）別死亡数」「出生中位（死亡中位）推計：男女年齢4区分別死亡数（総人口）」、厚生労働省「人口動態統計」

*介護施設等：介護医療院、介護老人保健施設、老人ホーム。

※ 2020年までは実績値、2021年以降は推計値。

実績値 推計値

〇 死亡数については、2040年まで増加傾向にあり、ピーク時には年間約170万人が死亡すると見込まれる。
〇 死因については、悪性新生物・心疾患とともに、老衰が増加傾向にある。
〇 死亡の場所については、自宅・介護施設等が増加傾向にある。
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第８次医療計画、地域医療構想等の検討・取組に当たって

〇 医療のアクセスや質を確保しつつ、持続可能な医療提供体制を確保していくため、これ
まで、医療機能の分化・強化、連携や、地域包括ケアシステムの推進、かかりつけ医機
能の充実等の取組を進めてきた。

〇 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、我が国の医療提供体制に多大な影
響が生じ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域における入院・外来・在宅にわ
たる医療機能の分化・強化、連携等の重要性、地域医療全体を視野に入れて適切な役割分
担の下で必要な医療を面として提供することの重要性などが改めて認識された。

○ 当面、まずは、足下の新型コロナウイルス感染症対応に引き続き全力を注ぐとともに、
今般の新型コロナウイルス感染症対応により浮き彫りとなった課題にも対応できるよう、
質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築に向けた取組を引き続き着実に進めるこ
とが必要である。

〇 一方で、この間も、人口減少・高齢化は着実に進みつつあり、医療ニーズの質・量が
徐々に変化するとともに、今後は、特に生産年齢人口の減少に対応するマンパワーの
確保や医師の働き方改革に伴う対応が必要になることを踏まえ、地域医療構想を引き続き
着実に推進し、人口構造の変化への対応を図ることが必要である。

第 ７ 回 第 ８ 次 医 療 計 画

等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日
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医療提供体制をめぐる課題

○ 今後の検討・取組に当たっては、「１．新型コロナ対応に関する課題」に対応するとともに、
超高齢化・人口急減といった「２．2040年を見据えた人口構造の変化への対応」が求められるのでは
ないか。

１．新型コロナ対応に
関する課題

・人材面を始めとした高度急性期対応

・地域医療を面として支える医療機関等の役割分担・連携（情報共有を含む）

・チーム・グループによる対応など外来・在宅医療の強化

・デジタル化・見える化への対応

など

２．2040年を見据え
た人口構造の変
化への対応

・生産年齢人口の減少に対応するマンパワーの確保

・人口減少地域における医療機能の維持・確保や医師の働き方改革に伴う対応

・超高齢化・人口急減による入院・外来医療ニーズの変化

・医療介護複合ニーズ・看取りニーズの増加（特に都市部）

など
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在宅医療を取り巻く現状



○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働による
退院支援の実施

①退院支援

○ 在宅療養者の病状の急変時における往診
や訪問看護の体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○ 多職種協働による患者や家族の生活を

支える観点からの医療の提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看
取りの実施

④看取り

在宅医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成29年3月31日付け医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）より

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設

・相談支援事業所 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

○ 在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載。
○ 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。

在宅医療の体制について

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・市町村 ・保健所

・医師会等関係団体 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、市
町村単位や保健所圏域など、地域の
資源の状況に応じて弾力的に設定
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訪問診療件数の推移

○ 訪問診療の件数は近年増加傾向にある。

【出典】KDBデータ（2012～2020年度診療分）

※算定項目：在宅患者訪問診療料のうち、以下の①と②のレセプト件数の合計値

①在宅患者訪問診療料（Ⅰ）１又は２（同一建物居住者以外）

②在宅患者訪問診療料（Ⅰ）１又は２（同一建物居住者）

なお、平成27年度末までは以下を含む。（平成27年度末に以下の算定項目は廃止。）

在宅患者訪問診療料（同一建物居住者）（特定施設等以外入居者）又は在宅患者訪問診療料（同一建物居住者）（特定施設等入居者）

※月当たりの平均レセプト件数（京都府除く）
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【出典】第４回在宅医療及び医療介護連携に関するWG（令和４年７月20日）



在宅療養支援診療所等の届出数

＜在宅療養支援診療所＞

施設数

＜在宅療養支援病院＞
施設数
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○ 在宅療養支援診療所は、増加傾向であったが、近年は概ね横ばいであり、在宅療養支援病院は、増加傾向である。

出典：保険局医療課調べ（各年７月１日時点）
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訪問診療を受ける患者数が
最大となる年

出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計
を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。
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医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する（再掲）

○ 全国での在宅患者数は、2030年にピークを迎えることが見込まれる。
○ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に203の二次医療圏において在宅患者数のピークを
迎えることが見込まれる。
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訪問診療の将来需要と現下の供給実績について

都道府県別に、2020・2025・2030・2035・2040年度における訪問診療の将来需要を推計し、在宅患者訪問診療
料のレセプト件数が最大となる年度の需要と2019年度における当該件数の実績値とを比較した。

【出典】
・受療率：NDBデータ（2019年度診療分）、住民基本台帳に基づく人口（2020年１月１日時点）
・集計項目：在宅患者訪問診療料（Ⅰ）及び（Ⅱ）のレセプト件数/月
・推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」（出生中位・死亡中位仮定）
※将来推計患者数＝Σ将来推計人口（性・年齢・二次医療圏別）×受療率（性・年齢・当該都道府県別）
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訪問診療を行っている疾病



在宅等における看取り機能の状況

〇 看取り加算や在宅ターミナルケア加算を算定した医療機関数や、看取り加算や在宅ターミナルケア加算の件数は増
加傾向。

○ 65歳以上の死亡者数における看取り加算及び在宅ターミナルケア加算の件数割合も僅かながら増加傾向。
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※看取り加算（在宅患者訪問診療料における加算）
事前に当該患者又はその家族に対して、療養上の不安等を解消す
るために十分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問
診療を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定可能。

※在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問診療料における加算）
死亡日及び死亡前14日以内の計15日間に２回以上往診又は訪問
診療を行った患者が、在宅で死亡した場合（往診又は訪問診療を
行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。）に
算定可能。



訪問診療を受けている患者における介護度別の内訳

〇 在宅患者訪問診療料を算定している患者のうち、要介護１・２の患者が約30％、要介護３以上の患
者は約50％であった。

【出典】KDBデータベース（KDB）（2019年度診療分）
※算定項目：在宅患者訪問診療料（Ⅰ）又は（Ⅱ）
※月当たりの平均患者数、京都府除く

N=756,792（人/月）
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【出典】第４回在宅医療及び医療介護連携に関するWG（令和４年７月20日）



地域の診療所における在宅医療を維持・推進する上での課題

○「在宅医療連携モデル構築のための実態調査報告書」（平成29年度）によると、地域の診療所で在宅
医療を維持・推進する上での課題として、「在宅医療に携わる医療従事者（マンパワー）の確保」が
最も多く、次いで「急変時等に対応するための後方支援体制の整備」等が挙げられていた。

出典：H29年度医政局委託事業 在宅医療連携モデル構築のための実態調査報告書
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調査対象：岩手県、山形県、栃木県、東京都、千葉県、神奈川県、新潟県、福井県、長野県、静岡県、福岡県、長崎県、大分県の郡市区医師会等へ所属し、
特に在宅医療を中心的に行っている124の診療所

（件数）
（件数）
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【出典】第４回在宅医療及び医療介護連携に関するWG（令和４年７月20日）



在宅医療における医療機関のグループによる対応（柏市の事例）

○ 医師の高齢化や、マンパワーの不足等により、在宅医療における24時間診療体制の維持が課題となっている。
〇 診療のバックアップ体制や夜間輪番制等の在宅医療を担う医師による相互協力を行うことにより、専門領域外の診

療や、特に夜間休日における24時間診療体制に対応している地域がある。

平成29年度 在宅医療連携モデル構築のための実態調査（医政局委託事業）

訪問診療を行う医師のグループ形成によるバックアップ（千葉県柏市）

・主治医・副主治医によるグループを形成し、24時間診療体制を維持
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訪問看護（24時間体制）、ケアマネジャー、
訪問介護、管理栄養士、薬剤師等

主治医等の連携
コーディネート支援

患者の紹介
短期入所ベッドの確保

■医療連携モデルの特徴

○垂直連携（急性増悪時の病院バックアップ体制の確保）

・入院が必要な場合、退院元病院に受入れを要請。受入困難な場合は、可
能な病院が一時的に受け入れて、後日退院元病院へ（ルール化）

○水平連携（主治医・副主治医体制の構築）

・主治医（患者を主に訪問診療する医師）と副主治医（主治医が訪問診療
出来ないときの訪問診療を補完する医師）とが相互に協力

・診療所間で役割分担できない環境においては、副主治医機能集中診療
所が副主治医の役割を担う

・24時間対応の訪問看護ステーションが、最初に患者の容態の変化に対応
することで、主治医及び副主治医の負担を軽減

■ツール

・ICT（カナミックネットワークTRITRUS）を利活用し多職種で患者情報
を共有

【出典】第２回在宅医療及び医療介護連携に関するWG（令和４年３月９日）
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在宅医療における情報通信機器等の活用

〇 今後高齢化の進展に伴い、在宅医療のニーズは増加する一方で、マンパワーの制約があることを踏まえ、情報通信
機器等の活用等も含めた、質の高い効果的・効率的な在宅医療の提供体制を進める必要がある。

○ 在宅医療において情報通信機器等の活用の取組としては、対面診療の補完、医療過疎地における遠隔診療、多職種
連携におけるネットワーク構築等がある。

平成29年度 在宅医療連携モデル構築のための実態調査（医政局委託事業）

【在宅医療における情報通信機器の活用例】
ネットワーク構築による病病連携・病診連携・多職種連携の構築

訪問看護等とも連携した遠隔地への医療提供

医療機関

対面診療の補完としてのオンライン診療

令和２年度 遠隔診療モデル参考書ーオンライン診療版ー（総務省情報流通行政局）

・在宅患者に対する医療提供体制の強化の一環として、訪問計画の一
部にオンライン診療を組み込む事で、医師の訪問負担を軽減しつつ、
在宅患者への診療頻度を高めることができる。

・徳之島（鹿児島県）における病院と自治体が連携し、遠隔医療支援
プラットフォームを活用したモデルを構築する取組

・訪問看護が取得した患者のバイタルデータを用いて、医師がオンラ
インで診察・記録を行うことができる。

・福井県福井市では病院が持つ患者情報（退院・看護サマリ、検査結
果、画像、処方、注射など）をシステムにより、診療所や訪問看護
ステーション、介護施設等と共有できる体制を整備。

・「カナミックネットワークTRITRUS」を用いて、在宅医療関係者
間 診療情報や日々の生活情報等を共有

第４回在宅医療及び医療・介護連
携に関するワーキンググループ

令 和 ４ 年 ７ 月 2 0 日

資料１

【出典】第４回在宅医療及び医療介護連携に関するWG（令和４年７月20日）
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